
感染症部会「エイズ・性感染症ワーキンググループ」における 

「特定感染症予防指針」の検討について（案） 

 

 

１ 検討の背景 

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第１１条に基づき、 

後天性免疫不全症候群、性感染症については、特に総合的に予防のための施策を 

推進する必要があるものとして、特定感染症予防指針が定められている。 

  特定感染症予防指針については、いずれも少なくとも５年毎に再検討を加える 

こととされているが、後天性免疫不全症候群については平成１８年３月に、性感 

染症については平成１８年１１月に改正されており、再検討の時期に当たってい 

る。 

  

２ 検討の進め方 

（１） 「エイズ・性感染症ワーキンググループ」を設置し、後天性免疫不全症候 

群及び性感染症の発生動向、若年者の行動様式の変化等を踏まえ、再検討を行 

う。 

（２） 検討結果は、本ワーキンググループより感染症部会に報告し、改正を要す 

る際には本部会に諮問する。 

 

３ ワーキンググループメンバー 

  エイズ及び性感染症について、最近の動向を踏まえて、総合的な検討を要する 

ことから、感染症部会の既任命委員に加え、当該分野の専門家から選任すること 

とする。 



○エイズ予防指針の概要

　　・　正しい知識の普及啓発及び教育
　　・　保健所等における検査・相談体制の充実
　　・　人権を尊重した良質かつ適切な医療の提供
を行うこととしている。

　平成１８年４月１日に施行された「エイズ予防指針」（厚生労働省告示第89号）では、発生の予防及びまん延
の防止を図るため、国、地方公共団体、医療関係者及びＮＧＯ等が連携して、

　なお、エイズ予防指針は、少なくとも５年ごとに再検討を加えることになっている。現在のエイズ予防指針は
平成１８年４月施行であり、次の見直しを平成２２年度中に行う必要がある。

 後天性免疫不全症候群に関する感染症予防指針
（エイズ予防指針）について

○ 普及啓発等施策の実施におけるＮＧＯ等との連携強化

○ 関係省庁間連絡会議の定期的な開催による総合的なエイズ対策の推進

○ 政策評価を踏まえた都道府県等に対する重点支援

→感染者・患者数の多い都道府県等(１７地方公共団体）への重点的な連携

普及啓発及び教育

《国が中心となる施策：一般的な普及啓発》

・ ＨＩＶ/エイズに係る基本的な情報・正しい知識の提供

・ 普及啓発手法の開発、普及啓発手法マニュアル作成

《地方自治体が中心となる施策：個別施策層に対する普及啓発》

・ 青少年、同性愛者への対応

・ 青少年エイズ対策事業/同性愛者等予防啓発事業

施策の実施を支える新たな手法

《国が中心となる施策：検査相談に関する情報提供》

・ ＨＩＶ検査普及週間（毎年6/1～7）の創設

・ 検査相談に係る情報提供体制の再構築

・ 検査手法の開発、検査相談手法マニュアル作成

《地方自治体が中心となる施策：検査・相談体制の充実強化》

・ 利便性の高い検査体制の構築（平日夜間・休日・迅速検査等）

・ 年間検査計画の策定と検査相談の実施

《国が中心となる施策：新たな手法の開発》

・ 外来チーム医療の定着

・ 病診連携のあり方の検討→エイズ医療提供病診連携モデル事業の創設

《地方自治体が中心となる施策：都道府県内における総合的な診療体制の

確保》

・ 中核拠点病院の整備を始めとした都道府県内における医療体制の確保

検査相談体制の充実

医療提供体制

の再構築

（拠点病院３８０カ所）

○エイズ予防指針の内容

（参考資料）



性感染症に関する特定感染症予防指針の概要 

１ 位置づけ 

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（以下「感染症法」という） 

が施行されたことに伴い、性病予防法が廃止され、平成１１年４月から感染症法に基づ 

く対策となった。 

 感染症においては、特に総合的に予防のための施策を推進する必要がある感染症に対 

しては、原因の究明、発生の予防及びまん延の防止、医療の提供、研究開発の推進、国 

際的な連携その他当該感染症に応じた予防の総合的な推進を図るための指針を策定する 

ことが規定されている。（感染症法第１１条） 

  感染症のうち、特に総合的に予防のための施策を推進する必要があるものとして省令 

で定められた、性器クラミジア感染症、性器ヘルペスウイルス感染症、尖圭コンジロー 

マ、梅毒については、性感染症に関する特定感染症予防指針を作成し、原因の究明、発 

生の予防及びまん延の防止等に係る総合的な対策を示している。 

 

２ 主な内容 

（１） 原因の究明 

○ 性器クラミジア感染症、性器ヘルペスウイルス感染症、尖圭コンジローマ及び淋菌 

感染症の発生動向調査の充実    等 

 

（２） 発生の予防及びまん延の防止 

○ 性感染症の予防に対する確実かつ基本的な効果を有するコンドームの効果につい 

ての普及啓発 

○ 保健所における性感染症の検査の機会確保 

○ 若年層に対する性感染症から自分の身体を守るための正確の情報提供    等  

                                                       

（３） 医療の提供  

○ 診断や治療に関する最新の方法に関する情報の迅速な普及   等 

 

（４） 研究開発の推進 

○ 病態の解明に基づく検査や治療に関する研究、発生動向に関する疫学研究、行動 

様式に関する社会面と医学面における研究等の総合的な推進   等 

 

（５） 国際的な連携 

 

（６） 関係機関等との連携の強化等 

○ 厚生労働省、内閣府、文部科学省等における普及啓発の連携、民間団体を含めた関

係団体等との幅広い連携における施策の推進   等 

（参考資料） 
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